
 

平成 26 年 12 月 15 日 

下水道処理施設における非常用の発電装置の取扱いが明確化されました 

～産業競争力強化法の｢グレーゾーン解消制度｣の活用！～ 

 

本年 1 月 20 日に施行された産業競争力強化法に基づく｢グレーゾーン解消制度｣に

ついて、経済産業省所管の事業分野（ＩＴ・エネルギー分野）の企業からの照会に対

して回答を行いました。 

 

1．「グレーゾーン解消制度」の活用結果 

下水道処理施設にある非常用の発電装置の電気事業法上の取扱いについて、 

 

（1）下水道処理施設にある非常用の発電装置を、大雨時にのみ活用する場合には、

引き続き電気事業法施行規則第 94 条第 1 項中にいう「非常用予備発電装置」と

して扱われること。 

（2）仮に、「非常用予備発電装置」として扱われない場合でも、下水道処理施設にお

いて使用する当該装置のガスタービンが灯油等の液体燃料のみを使用する場合、

電気事業法第 55 条第１項における定期事業者検査の対象とならないこと。 

 

等について照会がありました(詳細は別紙を御参照下さい。)。 

 

検討した結果、 

（１）「非常用予備発電装置」とは、需要設備、発電所等において受電又は発電が全

停した場合に、設備又は人身保護のために非常用ポンプ、照明、換気、通

信等の用に供する最小保安電力を確保するために使用するものをいいます。

本事業においては、下水道処理施設にある非常用の発電装置を大雨時のみと

はいえ、通常に受電可能な状態で使用するため、電気事業法施行規則上、「非

常用予備発電装置」には該当しないこと。 

 

（２）事業者が下水道処理施設において使用する非常用の発電装置にある灯油等

の液体燃料のみを使用するガスタービンは、ガス圧縮機を保持しないため、電

気事業法の定期事業者検査の対象外であること。 

等が確認されました。 

 
また、申請にかかる調査の結果、本事業における設備のように運転期間が短く、

起動回数が少ない小型ガスタービンの定期事業者検査の延長上限６年の撤廃

についても検討を開始する旨、回答をしました。 



 

 

以上、非常用の発電装置の活用に関する電気事業法上の取扱いが明確化された

ことにより、事業者の新たな需要の獲得につながるとともに、下水道処理施設にお

ける経営の効率化につながることが期待されます。 

 

2．「グレーゾーン解消制度」の概要 

産業競争力強化法に基づく｢グレーゾーン解消制度｣は、事業に対する規制の適用

の有無を、事業者が照会することができる制度です。 

 

事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政

府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有

無について回答するものです(本件の場合、事業所管大臣、規制所管大臣ともに経

済産業大臣です。)。 
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事業名 下水道処理施設における非常用の発電装置の活用 

申請事業者 電気システムの提供を行う企業 

事業所管 経済産業省 規制所管 経済産業省 法令 電気事業法 

【照会内容】 
○現状、非常用の発電装置は、発電所、変電所、需要設備等の附帯設備として扱われており、非常用の予備 
電源を得る目的で電気を発生する装置であって、受電又は発電が全停した場合、設備あるいは人身保護のた 
めに非常用ポンプ等の用に供する最小保安電力を確保するために設置される発電装置として使用されている。 
 
○下水道処理施設になる非常用の発電装置の電気事業法上の取扱いについて、（１）下水道処理施設にある 
非常用の発電装置を、大雨時にのみ活用する場合には、引き続き電気事業法施行規則第94条第1項中にいう 
「非常用予備発電装置」として扱われること、及び（２）仮に「非常用予備発電装置」として扱われない場合でも、 
下水道処理施設において使用する当該装置のガスタービンが灯油等の液体燃料のみを使用する場合、電気事 
業法第55条第１項における定期事業者検査の対象とならないこと、等について照会（具体的な照会内容につい 
ては下記の通り。）。 
 
【照会結果】 
（１）電気事業法上、「非常用予備発電装置」とは、需要設備、発電所等において受電又は発電が全停した場合 
に、設備又は人身保護のために非常用ポンプ、照明、換気、通信等の用に供する最小保安電力を確保するた 
めに使用するものをいう。本事業においては、下水道処理施設にある非常用の発電装置を大雨時のみとはい 
え、通常に受電可能な状態で使用するため、電気事業法施行規則上、「非常用予備発電装置」には該当しない 
こと、（２）事業者が下水道処理施設において使用する非常用の発電装置にある灯油等の液体燃料のみを使用 
するガスタービンは、ガス圧縮機を保持しないため、電気事業法の定期事業者検査の対象外であること、等が 
確認された。 
 
※また、申請にかかる調査の結果、本事業における設備のように、運転期間が短く、起動回数が少ない小型ガ 
スタービンの定期事業者検査の延長上限６年の撤廃についても検討を開始する旨、回答をしました。 
 
【意義】 
非常用の発電装置の活用に関する電気事業法上の取扱いが明確化されたこと により、事業者の新たな需要
の獲得につながるとともに、下水道処理施設における経営の効率化につながることが期待される。 
 
【お問い合わせ先】 
 経済産業省商務情報政策局情報経済課（03-3501-0397） 
 経済産業省商務流通保安グループ電力安全課（03-3501-1742） 

今回照会の諸規制 照会（１） 照会（２） 回答 

工事計画の事前届出（電気事業法第48条関係） 非常用につき 
不要か？ － 常用につき必要 

使用前自主検査（電気事業法第51条関係） 非常用につき 
不要か？ － 常用につき必要 

定期事業者検査（電気事業法第55条関係） 非常用につき 
不要か？ 

ガス圧縮機が無
いので不要か？ 

ガス圧縮機が無
いので不要 

常時監視をしない発電所等の施設への措置 
（電気設備に関する技術基準を定める省令第46条関係） 

非常用につき 
不要か？ － 常用につき必要 

【照会内容と回答の適用関係】 

【別紙】 
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